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  研究要旨：重度重複脳障害児の通学する学校の保健態勢の在り方について述べた。内科校医は重 

度児の療育に理解のある小児神経ないし小児科専門医があたるべきである。その斡旋紹介は各学 

会が行う。校内では校医、看護婦免許をもった養護教諭が柱になり、保健室を名実ともに学校保 

健のセンターにすべきである。学校保健法で定められた学校保健委員会を定期化し、保護者や地 

域の公的な療育スタッフの参加を得て、学校保健の課題を共通のものにすべきである。学童期の 

障害児に対しても、保健所の療育相談や地域通園施設での自立訓練を保障すべきである。 

 

研究協力者 杉本健郎（関西医科大学付属男山病院小児

科助教授）、禹 満（同助手） 

 

 これまで、厚生省心身障害研究班 

研究で学校内での「医療的ケア」の問題点と２１世紀に

向けた学校保健の在り方について報告してきた 1,2,3。

今回の研究は現在の問題点とこれからの課題をさらに詳

細に検討した。以下に早急に実施すべき内容の提案を行

う。 

 

１． 学校保健態勢の在り方 

(１) 信頼関係を基礎にした保健室のセン 

ター化：重度脳障害児が増加するに従い、学校保健室の

役割はこれまで以上に重要になってくる。病態の解説や

医療情報提供などは校医の指導・助言によるが、日常の

看護的ケアは保健室の養護教諭の指導による。しかもそ

のケアは、単なる医療技術の施行であるのではなく（北

米の「保健室」は「医務室」であって、教育と切り離し

た、診療と治療・処置のみを担当する専門部屋である）、

学校教育の一貫として捉えられ、取り組まれなければな

らず、校内におけるその方向づけ・舵取りが養護教諭の

任務となる。そのためには養護教諭が、トレーニングさ

れた複数の看護婦であるべきことは何度も述べてきた。

また、個々のケア内容はすべて同一ではない。学童期ま

でに積み重ねてきたわが子へのケアの中身を保護者が十

分理解するため、また養護教諭や担任教諭が保護者から

信頼されるためには、両者の十分な交流と話し合いが必

要である。あくまで人と人の信頼関係が基礎になければ

ならない。京都市の肢体不自由養護学校の校医中尾安次

氏は、保健室の役割について以下のように述べている。

「自由に出入りできる雰囲気が大切。担当教諭がどんな

小さなことでも相談できる雰囲気が必要。毎週専門医（後

述）が保健室に居るので直接診察し専門的な相談にのれ

る。担任教諭の不安が解消すると、母子共に良い環境を

与える。時には家族の相談にのれる」4。研究協力者が担

当している肢体不自由養護学校でも同様のことを実行し

てきた。ただ、その時のキーパーソンはあくまで養護教

諭である。相談のセットアップから、父兄との信頼関係、

さらにもっと基本的な養護教諭と担任教諭の信頼関係が

築けないことは、保健室は単なる「形骸化」したものに

なる。 

 医療的ケアに関して、最近、悪い面が見られる。保護

者や主治医が「医療的ケア」の一つ一つについて、何枚

も、しかも繰り返し、契約関係の成立を裏付けるための

書類を学校側から書かされるのである。書類の意味は十

分な討論の末の合意の単なる印に過ぎない。決してミス

を免罪されるためのものでもない。真に信頼関係が成立

するなら、書類は最小限にすべきである。 

 

(２) 校医を専門医に：校医制度は明治時 

代からはじまったわが国の誇るべき制度である（北米に

はこのような制度はない）。昭和54年以降、養護学校に



重度障害児の入学が増加している。しかし、校医（内科）

の任命制度は地域医師会の推薦と教育委員会からの委嘱

のままである。日本の行政はリストラ時代に入っている。

比較的不要な経費の削減はもとより、新しい職種を増や

すことは経済的に問題がある。現在、肢体不自由校での

「医療的ケア」の対策として、「センター内診療所」「訪

問看護制度転用」「学校隣接診療所」などの案が出てきて

いる。しかし、経費的に多額の予算が追加必要になる。

前記の養護教諭同様、校医制度も養護学校については見

直す時期にきている。大阪府の肢体不自由養護学校８校

のうち内科校医の３校が小児神経専門医が正式に赴任し

ている。文部省は1998年度に700万円の予算を組み、「特

殊教育における福祉・医療との連携に関する実践的研究」

に着手している５。それによると、酸素吸入、喀痰吸引、

経管栄養、導尿などを校内で実施する態勢の検討がモデ

ル校を指定し実施されてきている。そして、一番手軽な

訪問看護制度の転用についても言及されている。われわ

れは校医の経験から、文部省の上記4項目のケア内容は、

開かれた保健室が中心になり、専門医による校医とトレ

ーニングされた看護婦免許をもった複数養護教諭の体制

（研修も含む）が学内で確立されれば、保健室指導の下、

より良い教育の実践のために教育の一貫として教室での

担当教諭のケアの実施は十分可能と考える。但し、全国

津々浦々の肢体不自由校で専門医が確保できるかの問題

がある。全国やく２１０校余りあり、約５０校が医療機

関が隣接・附属している。１６０校については、専門学

会、たとえば日本小児科学会、日本小児神経学会が窓口

になって専門医師の紹介にあたるべきと考える。また、

障害児医療・教育に理解ある校医を養成するために、学

会指導で担当者や希望者の研究会・研修会をつくってい

く必要があると考える。 

 次に校医が専門医になった場合の学校への勤務回数の

問題である。従来の校医（内科）の健診は月に一回まで

であった。前述した京都市の中尾氏は、週に一回の午前

中保健室に勤務しておられる。また、われわれは月2回

出向いているが、その間は頻繁に意見を求めるＦＡＸが

入る。現在の校医への報酬は、医師の出張時間給として

は不十分であろうが、しかしながら今後は週一回の出張

が保障されれば、信頼をベースに保健室はまさにセンタ

ー化するのではないだろうか。 

 文部省が今回示した4項目以外のさらに医療的側面が

重要になる人工呼吸器の学校での稼動は、上記保健室態

勢では不可能と思われる。米国やスウェーデンでは、ケ

ア担当者が終始つきっきりで対応している。訪問看護と

いうシステムでなく、市町村のバリアフリーの常時のサ

ポートとして捉えるべきと考える。 

 

２． 地域療育との接点 

(１) 学校保健委員会の定期的開催：学校 

保健委員会は地域療育・保健活動との極めて有効な接点

となる。 

 学校保健委員会の存在は、昭和２４～２５年から「中

学校、小学校保健計画実施要項」に「毎月1回開催し」

（小学校）と記載に始まる。そして、昭和33年の学校保

健法にも記載され、昭和47年の保健体育審議会の答申に

は「学校保健委員会は、学校や地域の実状に追うして、

校長、保健主事、養護教諭、体育主任、安全主任、学校

給食主任、保健教育担当教員、その他の一般教員および

学校医、学校歯科医、学校薬剤師、などの学校側代表並

びに家庭、保健所その他地域の保健関係機関等の代表を

もって組織するとともに、年間を通して計画的に開催し、

学校への協力体制はもとより家庭や地域社会との協力関

係を確立して、地域保健との密接な連携を図ることが必

要である」としている６。ところが、この委員会の開催

はもとより、存在すら知らない教諭がいる。開催率が全

国で約６０％とという数字であるが、年１回開催が殆ど

ではないだろうか。むしろ、肢体不自由校でこそ、学校

関係者と地域療育関係者（保健婦、通園施設専門職員、

消防署、病院医師など）、そして関連する父兄がオープン

にしかも定期的に校内で学校保健について話し合う中か

ら始まるのではないであろうか。是非とも活性化を図っ

てほしいものである。 

 

(２) 通学バスの問題：第一に通学時間の 

長さがある。本邦の養護学校の場合、通学時間が１時間

を越えることは極めて多いが、せめて３０分以内に出来

ないか。北米・北欧は小さなバスを活用し３０分以内と

している。第二に、バス内でのトラブル時の対応が殆ど

不可能な学校が多い。通常、運転手以外に介助者が一名

で、その介助者はケアのトレーニングは受けていないし、



資格もないのが殆どである。せめて、重度児の乗るバス

には、看護婦免許をもつ職員が同乗すべきであろう。第

三に、責任体制が曖昧である。多くの学校のバスは、教

育委員会の委託したバス会社によっている。現状では、

緊急時最寄の病院へ横付けするのがたった一つの手段で

ある。 

 バスに乗せられない重度児で、親が車や免許を持たな

い場合は、登校手段の確保が出来ないという理由だけで、

訪問簿になっている。 

 

(３) 保健所療育相談の利用：都道府県の 

リストラ策の一つとして、保健所業務の縮小、市町村へ

の移管が行われている。しかし、保健所業務の残った一

つに「療育相談」がある。われわれは大阪府立枚方保健

所で、学童期の障害児の療育相談業務を行っている。保

健婦、臨床心理士、小児神経専門医が常時担当し、時に

は学校の担任教諭に来所してもらい、親を含めて学校で

の療育について討論をしている。この業務は全国的にも

っと活用すべきと考える。 

 

(４) 地域公的通園専門スタッフと施設の 

利用：療育の継続と発達的観点からの専門スタッフのか

かわり。 

総理府障害者対策推進本部は1995年12月に「障害者プ

ランーノーマライゼーション七ヵ年戦略（1995～2002

年）を発表した。地域で共に生活するため、社会的自立

を促進するため、バリアフリー化を推進するため、ＱＯ

Ｌの向上を目指してなどを重点的に推進する目的で障害

者施策の緊急目標を設定した。そのなかで、地域におけ

る自立の支援の一つとして、重症心身障害児(者)等の通

園事業の施設をこれまでの4倍以上に増やす計画がある。

さらに障害児の療育や相談支援の場を人口３0 万人あた

り２ヶ所にする目標もある。これらは基本的には市町村

の経費が中心になり、果たしてどこまで目標が達成でき

るか不明ではあるが、少なくとも国の方針としての「地

域でのノーマライゼーションを目指す」施策である。施

設が立ち上がるとそこにはソフトとしての専門家集団も

ある。これまでの通園施設は、乳幼児６歳までの療育で

あった。この障害者プランの理念からしても、地域療育

機関は、学童期に至っても必要な相談業務や訓練等は地

域で持続して行えるようにしていかねばならない。 

 教育改革で、養護学校の学習指導要領に養護・訓練が

あるが、これが「自立」に変わる。名前は変わっても、

比較的訓練が主になる授業であることは変わらないであ

ろう。本来は養護学校に在籍学童のニードにあう質と量

の心理士、理学療法士、作業療法士、言語療法士、音楽

療法士を新たに雇い入れるべきであるが、現実的には難

しい。授業として、学童が居住する地域の専門スタッフ

によって継続的に自立への取り組みが保障されるべきで

はないだろうか。 
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